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告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
六
〇
二
・
横
手
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
の
申
請
（
六
〇
三
・
環
境
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
、
設
置
者
等
の
変
更
に
関
す
る
届
出
（
六
〇
四
・
商
工
業
振
興

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
係
る
公
聴
会
の
開
催
（
六
〇
五
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
六
〇
六
・
砂
防
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
六
〇
七
・
由
利
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
六
〇
八
・
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
４

公
　
告

◯
物
品
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
学
術
振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
国
際
教
養
大
学
設
置
準
備
事
務
局
）
…
…
…
５

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ

ー
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
６

◯
物
品
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
管
財
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
管
財
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

教
育
委
員
会
告
示

◯
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催
（
一
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
一
〇
〇
）
…
…
…
…
９

◯
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
一
〇
一
）
…
…
…
…
…
９

◯
太
田
町
長
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
し
立
に
係
る
裁
決
（
一
〇

二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

秋
田
県
告
示
第
六
百
二
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該

申
請
書
及
び
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
縦
覧
に
供
す

る
。な

お
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を

有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

（一）

名
称
　
大
館
エ
コ
マ
ネ
ジ
株
式
会
社

（二）

住
所
　
大
館
市
御
成
町
三
丁
目
七
番
十
七
号

（三）

代
表
者
の
氏
名
　
代
表
取
締
役
　
仁
　
頃
　
建
太
郎

二
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

大
館
市
雪
沢
字
又
右
エ
門
沢
四
十
九
番
地
外

三
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
称

下
田
内
科
消
化
器

科
医
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

平
鹿
郡
増
田
町
増
田
字
石
神
五
十
五

―
二

指

定

年

月

日

平
成
十
五
年
七
月
十
六
日
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廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
ご
み
処
理
施
設
（
焼
却
施
設
）

四
　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類

可
燃
ご
み
、
破
砕
残
さ
（
可
燃
性
）

五
　
申
請
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

六
　
申
請
書
等
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

（一）

縦
覧
場
所

（１）

大
館
市
十
二
所
字
平
内
新
田
二
百
三
十
七
番
地
の
一
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
大
館
福
祉
環

境
部
環
境
指
導
課

（２）

大
館
市
字
中
城
二
十
番
地
　
大
館
市
市
民
部
生
活
環
境
課

（３）

大
館
市
池
内
字
大
出
百
三
十
五
番
地
　
大
館
周
辺
広
域
市
町
村
圏
組
合

（二）

縦
覧
期
間
　
平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
一
日
ま
で

（三）

縦
覧
時
間
　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七
　
意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先

（一）

提
出
期
限
　
平
成
十
五
年
九
月
十
六
日

（二）

提
出
先
　
六
の
縦
覧
場
所
に
同
じ
。

秋
田
県
告
示
第
六
百
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
ダ
イ
　
代
表
取
締
役
　
大
　
高
　
俊
　
平

秋
田
市
牛
島
五
丁
目
三
番
二
十
六
号

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ダ
イ
新
牛
島
店

秋
田
市
牛
島
東
五
丁
目
三
番
二
十
六
号

（三）

変
更
し
た
事
項

小
売
業
を
行
う
者

ア
　
変
更
前

イ
　
変
更
後

（四）

変
更
の
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
十
一
日

（五）

変
更
す
る
理
由

消
費
者
の
利
便
性
を
高
め
る
た
め
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
ー
を
開
店

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

秋
田
市
役
所
　
商
業
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で

２

名
　
　
　
　
称

株
式
会
社
マ
ル
ダ
イ

株
式
会
社
サ
ノ
・
フ
ァ
ー

マ
シ
ー

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
　
大
高
　
俊
平

代
表
取
締
役
　
佐
野
　
元
彦

住
　
　
　
　
　
所

秋
田
市
牛
島
東
五
丁
目
三
番
二

十
六
号

秋
田
市
保
戸
野
通
町
三
番
三
十

一
号

名
　
　
　
　
称

株
式
会
社
マ
ル
ダ
イ

株
式
会
社
サ
ノ
・
フ
ァ
ー

マ
シ
ー

株
式
会
社
サ
ン
ク
ス
ア
ン

ド
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
　
大
高
　
俊
平

代
表
取
締
役
　
佐
野
　
元
彦

代
表
取
締
役
　
岡
部
　
和
輝

住
　
　
　
　
　
所

秋
田
市
牛
島
東
五
丁
目
三
番
二

十
六
号

秋
田
市
保
戸
野
通
町
三
番
三
十

一
号

東
京
都
港
区
芝
二
丁
目
二
十
八

番
八
号
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四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
六
百
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
秋
田
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
一
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
公
聴
会
の
日
時

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日
（
金
）
午
後
七
時

二
　
公
聴
会
の
場
所

山
本
郡
二
ツ
井
町
字
上
台
一
番
地
一
　
二
ツ
井
町
役
場

三
　
定
め
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
構
想

二
ツ
井
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
決
定
素
案

当
該
案
件
に
係
る
関
係
書
類
は
、
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課
、
山
本
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び

二
ツ
井
町
建
設
課
に
備
え
置
い
て
、
平
成
十
五
年
八
月
一
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
金
）

ま
で
の
間
縦
覧
に
供
す
る
。

四
　
公
述
申
出
書
の
提
出
期
限
等

（一）

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
平
成
十
五
年
八
月
十
五
日
（
金
）
午

後
五
時
ま
で
に
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢
及
び
職
業
を
記
載

し
た
公
述
申
出
書
を
五
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

（二）

（一）
に
お
い
て
、
同
種
の
意
見
が
多
数
あ
る
場
合
は
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
者
（
以
下
「
公
述
人
」
と
い
う
。
）
の
数
を
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（三）

公
聴
会
の
運
営
上
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
公
述
時
間
を
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（四）

公
述
人
の
数
を
制
限
し
、
又
は
公
述
時
間
を
制
限
し
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
公
述
申
出
書
を

提
出
し
た
者
に
通
知
す
る
。

（五）

公
述
人
は
、
代
理
人
に
よ
り
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

五
　
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課
　
電
話
〇
一
八
（
八
六
〇
）
二
四

四
五

秋
田
県
告
示
第
六
百
六
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
建
設
交
通
部
砂
防
課
及
び
関
係
地
域
振
興

局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
六
百
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年

五
月
十
六
日
付
け
指
令
由
建
五
百
四
十
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

３

地
　
　
　
　
　
　
　
　
番

三
二
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
三
二
番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
三
番
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
四
番
の

一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

三
五
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
〇
番
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
四
一
番
一
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
四
一
番
二

の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

四
一
番
四
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
四
二
番
二
の
一
部
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
四
二
番
三
、
四
三

番
一
の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
四
三
番
二
の
一
部
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
四
四
番
の
一
部
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
及
び
五
〇
番

の
一
部
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

区
域
名

明
永
町

郡
市
　
町
村
　
大
字
　
字

横
手
市
明
永
町

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域
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平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
番
二
十
五
号

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
反
　
田
　
悦
　
生

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

由
利
郡
仁
賀
保
町
平
沢
字
天
ケ
町
七
十
二
番
一
、
七
十
三
番
、
七
十
四
番
、
七
十
五
番
、
七
十

六
番
、
七
十
七
番
、
七
十
八
番
三
、
七
十
八
番
四
、
八
十
番
一
、
八
十
一
番
、
八
十
二
番
、
八
十

三
番
、
八
十
四
番
一
、
八
十
五
番
一
、
八
十
六
番
一
、
八
十
七
番
一
、
八
十
七
番
四
、
字
上
町
田

十
九
番
二
、
十
九
番
五
、
十
九
番
六
、
十
九
番
七
、
十
九
番
八
、
十
九
番
九
、
十
九
番
十
二
、
十

九
番
十
三
、
十
九
番
十
四
、
十
九
番
十
五
、
十
九
番
十
六
、
十
九
番
十
七
、
十
九
番
十
八
、
十
九

番
十
九
、
十
九
番
二
十
、
二
十
六
番
一
、
二
十
六
番
三
、
二
十
六
番
四
、
二
十
七
番
一
、
二
十
七

番
三
、
二
十
八
番
一
、
二
十
八
番
三
、
二
十
九
番
一
、
二
十
九
番
三
、
三
十
番
一
、
三
十
番
三
、

三
十
一
番
、
三
十
二
番
、
三
十
三
番
一
、
三
十
三
番
二
、
三
十
四
番
一
、
三
十
四
番
三
、
三
十
五

番
一
、
三
十
五
番
三
、
三
十
六
番
一
、
三
十
六
番
四
、
三
十
七
番
一
、
三
十
七
番
三
、
五
十
一
番
、

五
十
二
番
、
五
十
三
番
、
字
町
田
百
二
十
九
番
一
、
百
三
十
一
番
一
、
百
三
十
二
番
一
、
百
三
十

三
番
二
、
百
三
十
四
番
三
、
百
六
十
番
一
、
百
六
十
番
四
、
百
六
十
三
番
一
、
百
六
十
三
番
四
、

百
六
十
六
番
、
百
六
十
七
番
、
百
六
十
八
番
、
百
六
十
九
番
、
百
七
十
三
番
、
百
七
十
四
番
一
、

百
七
十
四
番
二
、
百
七
十
四
番
四
、
百
七
十
四
番
五
、
百
七
十
四
番
六
、
百
七
十
五
番
一
、
百
七

十
五
番
三
、
百
七
十
六
番
一
、
百
七
十
六
番
三
、
百
七
十
七
番
一
、
百
七
十
七
番
三
、
二
百
二
十

一
番
、
二
百
二
十
二
番
、
二
百
二
十
三
番
、
二
百
二
十
四
番
、
二
百
二
十
七
番
、
字
出
ケ
沢
百
六

十
七
番
以
上
八
十
九
筆

秋
田
県
告
示
第
六
百
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年

五
月
二
十
九
日
付
け
指
令
仙
建
―
十
七
―
一
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
曲
市
角
間
川
町
字
西
本
町
十
一
番
地

川
　
本
　
弘
　
藏

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
曲
市
角
間
川
町
字
稲
荷
中
島
二
十
四
番
六
、
三
十
二
番
三
、
三
十
三
番
三
、
三
十
四
番
二
、

三
十
五
番
、
四
十
四
番
六
、
四
十
五
番
の
内
、
四
十
六
番
の
内
、
七
十
九
番
二
、
八
十
番
二
、
八

十
四
番
一
、
八
十
五
番
、
八
十
六
番
一
　
　
計
十
三
筆

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

Ｇ
Ｉ
Ｓ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
　
一
式

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
（
金
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
立
大
学
事
務
局

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
企
画
振
興
部
学
術
振
興
課
高
等
教
育
等
推
進
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
二
二

四
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
五
年
八
月
一
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
五
日
（
金
）
ま
で

の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
八
月
二
十
日
（
水
）
午
前
十
時
三
十
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

４

公
　
　
　
　
　
　
告
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秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条

ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

委
託
業
務
の
名
称
及
び
数
量

国
際
教
養
大
学
図
書
シ
ス
テ
ム
整
備
業
務
　
一
式

（二）

委
託
業
務
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日
（
金
）

（四）

納
入
場
所

河
辺
郡
雄
和
町
椿
川
字
奥
椿
岱
　
国
際
教
養
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

入
札
説
明
書
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（三）

当
該
委
託
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
二
　
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
企
画
振
興
部
国
際
教
養
大
学
設
置
準
備
事
務
局
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
五
四
五

六
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
五
年
八
月
一
日
（
金
）
か
ら
同
年
九
月
九
日
（
火
）
ま

で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
九
月
十
七
日
（
水
）
午
後
一
時
五
分

秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
　
五
十
四
会
議
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条

ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者

と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く

じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

５
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入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

五
　
概
要

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又

は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

秋
田
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
総
合
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

秋
田
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
　
仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川
字
五
百
刈

田
三
百
五
十
二
番
地

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

四
　
落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

東
北
化
学
薬
品
株
式
会
社
秋
田
支
店
　
秋
田
市
寺
内
字
三
千
刈
四
百
六
十
二
番
一

五
　
落
札
金
額

一
億
七
千
六
百
四
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
四
月
十
八
日

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

曲
市
四
ツ
屋
第
一
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
曲
市
a
関
上
郷
字
上
谷
地
六
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a

橋
　
和
　
彦

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
北

郡
神
宮
寺
松
倉
堰
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
七
月
二
十

三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
羽

後
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

雄
勝
郡
羽
後
町
杉
宮
字
田
畑
四
十
九
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
孝
　
一

〃
　
　
〃
　
　
足
田
字
安
良
町
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
金
　
一

〃
　
　
〃
　
　
西
馬
音
内
堀
回
字
元
城
百
七
十
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
山
　
重
　
吉

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
字
向
下
川
原
百
二
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
　
　
　
孝
　
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
字
中
町
五
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
　
岡
　
專
　
一

平
鹿
郡
十
文
字
町
睦
合
字
中
福
島
二
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
　
地
　
利
　
文

雄
勝
郡
羽
後
町
新
町
字
町
尻
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
繁
　
朗

〃
　
　
〃
　
　
床
舞
字
泉
田
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泉
　
　
　
勇
　
一

〃
　
　
〃
　
　
足
田
字
土
舘
六
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
　
藤
　
保
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
林
崎
字
林
崎
四
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
　
田
　
　
　
均

〃
　
　
〃
　
　
大
戸
字
大
戸
二
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
惠
太
郎

〃
　
　
〃
　
　
大
久
保
字
大
久
保
五
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
正
　
男

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

雄
勝
郡
羽
後
町
大
久
保
字
大
久
保
五
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
正
　
男

〃
　
　
〃
　
　
足
田
字
土
舘
六
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
　
藤
　
保
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
新
町
字
町
尻
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
繁
　
朗

６

Sum
m
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雄
勝
郡
羽
後
町
大
戸
字
大
戸
二
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
惠
太
郎

〃
　
　
〃
　
　
足
田
字
安
良
町
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
金
　
一

〃
　
　
〃
　
　
西
馬
音
内
字
向
下
川
原
百
二
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
　
　
　
孝
　
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
堀
回
字
元
城
百
七
十
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
山
　
重
　
吉

〃
　
　
〃
　
　
床
舞
字
泉
田
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泉
　
　
　
勇
　
一

〃
　
　
〃
　
　
西
馬
音
内
字
中
町
五
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
松
　
正
　
行

〃
　
　
〃
　
　
林
崎
字
林
崎
四
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
　
田
　
　
　
均

平
鹿
郡
十
文
字
町
睦
合
字
中
福
島
二
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
　
地
　
利
　
文

雄
勝
郡
羽
後
町
杉
宮
字
田
畑
四
十
九
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
孝
　
一

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

雄
勝
郡
羽
後
町
田
沢
字
下
田
沢
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
　
澤
　
　
　
忠

〃
　
　
〃
　
　
西
馬
音
内
字
大
戸
道
四
十
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
三
　
郎

〃
　
　
〃
　
　
杉
宮
字
宿
八
十
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
　
　
進

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

雄
勝
郡
羽
後
町
西
馬
音
内
字
橋
場
二
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
　
原
　
政
　
一

〃
　
　
〃
　
　
田
沢
字
下
田
沢
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
　
澤
　
　
　
忠

〃
　
　
〃
　
　
杉
宮
字
宿
八
十
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
　
　
進

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

人
工
光
形
グ
ロ
ー
ス
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
　
二
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
五
年
十
月
十
日
（
金
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
立
大
学
事
務
局

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
五
年
八
月
一
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
一
日
（
月
）
ま
で

の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日
（
金
）
午
前
十
時
三
十
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

７
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平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
　
一
式

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日
（
金
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
立
鷹
巣
技
術
専
門
校

（五）

今
後
調
達
が
予
定
さ
れ
る
物
品
の
名
称
、
数
量
及
び
そ
の
入
札
の
公
告
の
予
定
時
期

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
　
一
式
　
平
成
十
五
年
八
月
こ
ろ

（六）

一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
に
係
る
入
札
の
公
告
の
日
付

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日
（
金
）

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
を
三
（一）
に
掲
げ
る
場
所
へ
平
成
十
五
年
八
月
十
八
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ

と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
五
年
八
月
一
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
五
日
（
月
）
ま

で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
九
月
一
日
（
月
）
午
前
十
一
時

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条

ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
一
号

８

Sum
m
ary

１
　
N
ature

and
quantity

of
item

to
be
purchased：

P
ersonal

C
om
puter

１
　

S
et

２
　
T
im
e-lim

it
of
tender：

1
1
:0
0
A
.M
.
１
　
Septm

ber，
2
0
0
3

３
　
C
ontact

point
for

the
notice：

Property
M
anagem

ent
D
ivision，

B
ureau

of

T
reasury，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita

prefecture
0
1
0
-8
5
7
0
，
Japan

T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
7
3
8

教

育

委

員

会

告

示
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次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子

一
　
日
時
　
平
成
十
五
年
八
月
六
日
　
午
前
十
時
四
十
分

二
　
場
所
　
教
育
委
員
会
委
員
室

三
　
案
件

（一）

職
員
の
人
事
に
つ
い
て
の
専
決
処
分
報
告

（二）

秋
田
県
立
中
学
校
学
則

（三）

平
成
十
六
年
度
秋
田
県
立
特
殊
教
育
学
校
教
科
用
図
書
の
採
択

（四）

平
成
十
六
年
度
秋
田
県
立
高
等
学
校
・
中
学
校
教
科
用
図
書
の
採
択

（五）

そ
の
他

秋
選
管
告
示
第
百
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、

第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一

の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

五
十
分
の
一
の
数
　
　
一
九
、
三
四
二

三
分
の
一
の
数
（
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え

る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
）

二
二
七
、
八
四
五

秋
選
管
告
示
第
百
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
区
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

選
挙
区
別

秋
田
市
　
　
　
　
八
四
、
三
五
六

能
代
市
　
　
　
　
一
四
、
七
四
七

横
手
市
　
　
　
　
一
〇
、
九
二
〇

大
館
市
　
　
　
　
一
八
、
二
〇
三

本
荘
市
　
　
　
　
一
二
、
一
二
五

男
鹿
市
　
　
　
　
　
八
、
四
四
九

湯
沢
市
　
　
　
　
　
九
、
三
八
六

大
曲
市
　
　
　
　
一
〇
、
六
七
二

鹿
角
市
鹿
角
郡
　
一
二
、
七
〇
四

北
秋
田
郡
　
　
　
一
八
、
一
三
六

山
本
郡
　
　
　
　
一
三
、
四
五
四

南
秋
田
郡
　
　
　
一
九
、
九
一
五

河
辺
郡
　
　
　
　
　
五
、
二
四
七

由
利
郡
　
　
　
　
二
〇
、
九
五
〇

仙
北
郡
　
　
　
　
三
一
、
八
九
〇

平
鹿
郡
　
　
　
　
一
八
、
五
七
九

雄
勝
郡
　
　
　
　
一
二
、
六
三
〇

秋
選
管
告
示
第
百
二
号

平
成
十
五
年
四
月
二
十
七
日
執
行
の
太
田
町
長
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申

立
て
に
対
し
、
当
委
員
会
は
、
平
成
十
五
年
七
月
二
十
四
日
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

裁
決
書

仙
北
郡
太
田
町
太
田
字
長
田
湯
伝
百
二
十
六
番
地

審
査
申
立
人
　
鈴
木
隆
太
郎
（
五
十
歳
）

上
記
審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
は
、
太
田
町
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
町

委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
七
日
執
行
の
太
田
町
長
選
挙
（
以
下

「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。
）
の
選
挙
の
効
力
に
対
す
る
異
議
の
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
、
町
委
員
会
が

平
成
十
五
年
五
月
二
十
九
日
付
け
で
こ
れ
を
棄
却
す
る
決
定
を
し
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
同
人
か
ら

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
起
さ
れ
た
審
査
の
申
立
て
に
つ

い
て
、
当
委
員
会
は
審
理
の
う
え
、
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

主
　
　
　
　
　
文

本
件
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

第
一
　
審
査
の
申
立
て
の
趣
旨
及
び
概
要

一
　
本
件
選
挙
及
び
申
立
人
の
異
議
申
出
と
町
委
員
会
の
決
定

９

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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（一）

本
件
選
挙
は
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
告
示
、
同
月
二
十
七
日
に
執
行
さ
れ
、
高
貝

久
遠
と
申
立
人
が
立
候
補
し
、
高
貝
久
遠
が
当
選
し
た
選
挙
に
つ
き
、
申
立
人
が
同
年
五
月

十
二
日
に
町
委
員
会
に
選
挙
無
効
の
主
張
を
し
て
異
議
の
申
出
を
し
た
。

（二）

町
委
員
会
は
、
同
月
二
十
九
日
に
申
立
人
の
選
挙
無
効
の
異
議
の
申
出
を
棄
却
す
る
決
定

を
し
た
。

（三）

申
立
人
は
、
町
委
員
会
の
決
定
を
不
服
と
し
て
、
同
年
六
月
十
八
日
に
当
委
員
会
に
審
査

の
申
立
て
を
し
、
「
町
委
員
会
が
し
た
異
議
の
申
出
の
棄
却
決
定
を
取
消
し
、
本
件
選
挙
を

無
効
と
す
る
」
と
の
裁
決
を
求
め
た
。

二
　
申
立
人
の
選
挙
無
効
の
理
由

申
立
人
の
主
張
す
る
本
件
選
挙
の
無
効
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（一）

高
　
建
設
株
式
会
社
代
表
取
締
役
高
貝
芳
彦
よ
り
の
心
理
的
強
迫
に
よ
る
選
挙
妨
害
が
存

在
し
た
。

（二）

高
　
建
設
株
式
会
社
代
表
取
締
役
高
貝
芳
彦
に
よ
る
「
た
だ
単
に
刑
法
上
の
罪
に
該
当
す

る
や
も
知
れ
ぬ
」
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
て
い
る
言
論
の
自
由
を
も
、

さ
ら
に
は
政
治
活
動
の
自
由
を
も
妨
害
せ
ん
と
し
た
行
動
は
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
則
り
、

民
主
政
治
の
健
全
な
発
展
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
公
職
選
挙
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
一
条
の
趣
旨
に
対
す
る
愚
か
な
る
挑
戦
で
あ
る
。

（三）

高
　
建
設
株
式
会
社
代
表
取
締
役
高
貝
芳
彦
よ
る
「
民
事
上
の
不
法
行
為
が
あ
る
」
と
の

言
い
が
か
り
に
よ
る
政
治
活
動
の
妨
害
が
行
わ
れ
た
。

（四）

平
成
十
五
年
二
月
二
十
日
夜
、
太
田
町
太
田
字
新
田
街
道
上
に
あ
る
居
酒
屋
「
ば
ん
や
」

に
お
け
る
親
睦
会
に
お
い
て
、
高
貝
久
遠
後
援
会
長
の
長
澤
春
男
と
高
橋
隆
の
二
人
か
ら
町

長
選
挙
へ
の
立
候
補
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
、
再
三
に
わ
た
っ
て
勧
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
町

議
会
議
員
補
欠
選
挙
へ
の
く
ら
替
え
を
強
く
勧
め
ら
れ
た
。

（五）

高
貝
久
遠
候
補
の
選
挙
事
務
所
で
使
う
駐
車
場
に
、
太
田
中
学
校
の
駐
車
場
を
使
う
よ
う

に
公
然
と
連
絡
を
し
、
多
く
の
人
々
に
使
わ
せ
た
こ
と
は
、
公
共
の
施
設
の
私
物
化
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
選
挙
に
お
け
る
公
正
及
び
公
平
を
い
ち
じ
る
し
く
欠
く
行
為
で
あ
る
。

（六）

選
挙
の
た
め
に
業
者
か
ら
金
を
集
め
た
。

（七）

申
立
人
が
選
挙
の
た
め
に
借
り
た
場
所
「
喜
代
食
堂
」
を
使
用
不
可
能
に
し
、
選
挙
妨
害

を
し
た
。
さ
ら
に
、
「
隆
太
郎
は
看
板
は
立
て
た
も
の
の
、
事
務
所
は
開
い
て
い
な
い
し
、

だ
れ
も
い
な
い
。
本
当
に
や
る
気
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
町
民
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
」
な
ど
と
流
布
し
た
。

第
二
　
町
委
員
会
の
決
定
理
由
及
び
本
件
審
査
の
申
立
て
に
お
け
る
弁
明
及
び
申
立
人
の
反
論

一
　
町
委
員
会
は
、
申
立
人
か
ら
の
平
成
十
五
年
五
月
十
二
日
付
け
異
議
申
出
書
に
対
し
て
、
同

月
二
十
九
日
付
け
で
「
こ
の
異
議
申
出
は
棄
却
す
る
」
と
の
決
定
を
し
た
。
そ
の
概
要
は
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（一）

法
第
二
百
五
条
第
一
項
に
つ
い
て
、
後
記
第
三
の
一
に
記
載
し
た
当
委
員
会
の
解
釈
と
同

一
の
解
釈
の
下
、
申
立
人
の
主
張
に
つ
い
て
、
以
下
の
判
断
を
し
た
。

（二）

申
立
人
が
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
理
由
は
、
い
ず
れ
も
本
件
選
挙
の
執
行
管
理
の
手
続

き
に
関
す
る
規
定
の
違
反
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
高
貝
芳
彦
氏
、
長
澤
春
男
氏
、
高
橋

隆
氏
、
高
貝
久
遠
候
補
者
、
加
藤
敏
彦
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
違
法
行
為
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り

本
件
選
挙
は
無
効
な
も
の
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
仮
に
、
申
立
人
主
張
の
事
実
が
存
す

る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る

投
票
を
妨
げ
ら
れ
る
よ
う
な
特
段
の
事
態
が
生
ず
る
と
ま
で
は
解
さ
れ
ず
、
本
件
添
付
書
類

を
総
合
し
て
も
、
本
件
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
異
な
っ
た
結
果
が
生
ず
る
恐
れ
が
あ
っ
た
と

は
認
め
ら
れ
な
い
。

（三）

よ
っ
て
異
議
申
出
人
に
よ
る
本
件
異
議
申
出
は
理
由
が
な
い
。

二
　
当
委
員
会
に
対
す
る
審
査
の
申
立
て
に
お
け
る
町
委
員
会
の
弁
明
書
の
概
要
は
、
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

（一）

申
立
人
が
無
効
事
由
と
す
る
上
記
第
一
の
二
（一）
、
（二）
、
（三）
に
つ
い
て
、
町
委
員
会
の
調
査

で
そ
れ
ら
の
内
容
を
選
挙
人
全
般
に
対
し
て
周
知
し
た
事
実
は
見
当
た
ら
ず
、
仮
に
、
選
挙

妨
害
、
政
治
活
動
妨
害
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の
自
由
な

判
断
に
よ
る
投
票
を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
が
生
じ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（二）

前
同
（四）
に
つ
い
て
、
居
酒
屋
に
お
け
る
懇
親
会
で
の
話
の
内
容
で
あ
り
、
信
頼
性
が
薄
い

も
の
で
あ
り
、
仮
に
、
利
益
誘
導
が
あ
っ
た
と
し
て
も
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が
そ
の

自
由
な
判
断
に
よ
る
投
票
を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
が
生
じ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。

（三）

前
同
（五）
に
つ
い
て
、
太
田
中
学
校
駐
車
場
は
一
般
に
も
使
用
で
き
る
よ
う
開
放
し
て
お
り
、

高
貝
候
補
の
選
挙
事
務
所
用
駐
車
場
に
駐
車
で
き
な
か
っ
た
車
が
一
時
的
に
利
用
し
た
と
し

て
も
、
選
挙
に
お
け
る
公
正
、
公
平
を
著
し
く
欠
く
行
為
と
は
判
断
す
る
こ
と
が
で
な
い
。

（四）

前
同
（六）
に
つ
い
て
、
選
挙
の
無
効
原
因
と
は
殆
ど
関
係
な
い
と
考
え
ら
れ
、
弁
明
す
る
ま

で
も
な
い
。

（五）

前
同
（七）
に
つ
い
て
、
民
法
で
は
賃
借
人
は
賃
貸
人
の
承
諾
無
し
に
、
そ
の
権
利
を
譲
渡
し

た
り
、
転
貸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
ま
た
、
選
挙
事
務
所
を
設
置
し
た

も
の
は
、
当
該
選
挙
ご
と
に
一
日
一
回
を
超
え
な
け
れ
ば
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
平

成
十
五
年
四
月
二
日
開
催
し
た
立
候
補
予
定
者
説
明
会
に
お
い
て
、
選
挙
事
務
所
異
動
届
出

用
紙
を
申
立
人
に
交
付
済
み
で
あ
る
。

三
　
こ
れ
に
対
し
、
申
立
人
の
反
論
及
び
当
委
員
会
の
質
問
に
対
す
る
陳
述
の
要
旨
は
、
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

（一）

第
一
の
二
（一）
に
関
し
て
、
「
心
理
的
強
迫
に
よ
る
政
治
妨
害
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
平

成
十
五
年
四
月
十
一
日
に
高
　
建
設
株
式
会
社
内
で
代
表
取
締
役
高
貝
芳
彦
と
会
談
し
た
際

の
態
度
、
言
動
及
び
同
社
代
理
人
作
成
の
同
月
十
日
付
け
の
内
容
証
明
郵
便
で
あ
る
。
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（二）

前
同
（二）
に
関
し
て
、
「
言
論
の
自
由
、
政
治
活
動
の
自
由
を
妨
害
し
た
」
と
は
、
具
体
的

に
は
、
平
成
十
五
年
四
月
十
一
日
に
高
　
建
設
株
式
会
社
内
で
代
表
取
締
役
高
貝
芳
彦
と
会

談
し
た
際
に
感
じ
た
こ
と
及
び
同
社
代
理
人
作
成
の
同
日
付
け
の
内
容
証
明
郵
便
で
あ
る
。

（三）

前
同
（三）
に
関
し
て
、
民
事
上
の
不
法
行
為
と
指
摘
さ
れ
た
申
立
人
作
成
の
「
お
も
い
」
と

題
す
る
文
書
は
、
申
立
人
が
約
二
千
部
作
成
し
、
太
田
町
の
ほ
ぼ
全
世
帯
に
配
布
し
た
こ
と
、

ま
た
、
「
言
い
が
か
り
に
る
政
治
活
動
の
妨
害
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
平
成
十
五
年
四
月

十
一
日
に
高
　
建
設
株
式
会
社
内
で
代
表
取
締
役
高
貝
芳
彦
と
会
談
し
た
際
に
感
じ
た
こ

と
、
及
び
同
社
代
理
人
作
成
の
同
日
付
け
の
内
容
証
明
郵
便
で
あ
る
。

（四）

前
同
（四）
に
関
し
て
、
「
居
酒
屋
「
ば
ん
や
」
に
お
け
る
町
長
選
挙
立
候
補
を
思
い
止
ま
る

こ
と
及
び
町
議
会
議
員
補
欠
選
挙
へ
の
く
ら
替
え
を
勧
め
ら
れ
た
」
こ
と
に
よ
り
、
「
公
然

と
取
引
し
た
」
「
そ
の
よ
う
な
内
容
の
話
で
酒
を
飲
ん
だ
」
と
い
う
噂
が
翌
日
に
は
町
内
に

広
ま
り
、
事
前
買
収
罪
に
も
当
た
る
こ
と
等
か
ら
、
申
立
人
が
落
選
し
た
一
因
と
な
っ
て
い
る
。

（五）

前
同
（五）
に
関
し
て
、
法
第
二
百
二
十
一
条
に
お
い
て
、
利
害
関
係
、
誘
導
の
罪
と
し
て
選

挙
人
又
は
選
挙
運
動
者
に
対
し
て
公
共
施
設
で
あ
る
学
校
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て

い
る
か
ら
、
一
般
に
開
放
さ
れ
て
い
る
施
設
で
あ
っ
て
も
運
動
会
や
文
化
祭
等
の
行
事
だ
け

に
限
ら
れ
、
選
挙
に
関
し
て
は
一
方
の
候
補
者
だ
け
に
公
然
と
使
わ
せ
る
こ
と
は
不
合
理
で

あ
る
。

（六）

前
同
（六）
に
関
し
て
、
「
業
者
が
金
を
集
め
た
」
こ
と
を
申
立
人
自
ら
は
調
べ
た
こ
と
は
な

い
が
、
大
曲
警
察
署
に
は
相
談
し
た
。

（七）

前
同
（七）
に
関
し
て
、
平
成
十
五
年
四
月
二
十
日
頃
、
門
脇
喜
代
氏
か
ら
「
喜
代
食
堂
」
の

一
部
を
同
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
借
賃
四
万
円
で
借
り
る
こ
と
に
話
が
ま
と
ま
っ
た
が
、

契
約
書
は
交
わ
し
て
い
な
い
。
加
藤
敏
彦
の
脅
迫
と
強
制
に
よ
り
、
同
店
に
鍵
を
か
け
て
物

理
的
に
使
え
な
い
状
態
に
さ
れ
た
た
め
、
選
挙
事
務
所
と
し
て
は
使
え
な
か
っ
た
が
、
他
の

場
所
を
選
挙
事
務
所
と
し
て
利
用
は
し
な
か
っ
た
。

（八）

そ
の
他
総
括
的
な
主
張
と
し
て
、
「
高
　
事
件
」
の
概
略
に
つ
い
て
述
べ
、
太
田
町
長
高

貝
久
遠
が
、
一
期
四
年
で
、
高
　
建
設
株
式
会
社
か
ら
借
り
た
建
築
資
金
で
一
億
円
と
い
わ

れ
る
家
を
造
っ
た
こ
と
を
指
し
、
こ
れ
は
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
誹
謗
中
傷
に

は
当
た
ら
な
い
。

第
三
　
当
委
員
会
の
判
断

一
　
法
第
二
百
五
条
第
一
項
は
、
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
が
あ
る
と
き
は
、
選
挙
の
結
果
に
異
動

を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
選
挙
の
全
部
又
は
一
部
の
無
効
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

同
条
項
に
あ
る
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
が
あ
る
と
き
」
と
は
、

（一）

主
と
し
て
、
選
挙
管
理
の
任
に
当
た
る
機
関
が
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文

の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
、
又
は
、
直
接
そ
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
が
な
く
と
も
、
選
挙
の

管
理
執
行
の
手
続
上
、
法
の
基
本
理
念
で
あ
る
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ

れ
る
こ
と
を
指
称
し
、
選
挙
人
、
候
補
者
、
選
挙
運
動
者
等
の
選
挙
の
取
締
り
な
い
し
罰
則

規
定
違
反
等
の
行
為
は
、
こ
れ
に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
。

（二）

そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
違
法
行
為
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
選
挙
の
結
果
に
影
響
す
る
場
合

が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
法
は
そ
の
違
反
者
を
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
規
定
事
項

の
遵
守
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
違
法
行
為
の
た
め
選
挙
を
無
効
と
し
て
再
選

挙
を
行
う
趣
旨
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（三）

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
違
法
行
為
で
も
、
そ
の
た
め
に
選
挙
地
域
内
の
選
挙
人
全
般
が

そ
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投
票
を
妨
げ
ら
れ
た
よ
う
な
特
段
の
事
態
を
生
じ
た
場
合
に
は
、

選
挙
の
自
由
公
正
が
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
選
挙
を
無
効
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。

と
の
判
例
（
最
高
裁
判
所
昭
和
六
十
一
年
二
月
十
八
日
判
決
）
が
確
立
し
、
当
委
員
会
も
こ

の
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
。

二
　
法
第
二
百
五
条
第
一
項
に
関
す
る
町
委
員
会
の
決
定
に
お
け
る
同
条
の
解
釈
は
、
当
委
員
会

の
解
釈
と
同
一
で
あ
り
、
町
委
員
会
が
こ
の
判
例
の
趣
旨
に
添
い
、
申
立
人
の
異
議
申
出
の
審

査
に
当
た
っ
た
こ
と
は
適
正
で
あ
る
。

三
　
そ
こ
で
、
申
立
人
の
選
挙
無
効
の
主
張
事
実
が
、
上
記
判
例
に
い
う
「
特
段
の
事
態
を
生
じ

た
」
に
該
当
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
当
委
員
会
も
、
町
委
員
会
の
結
論
と
同
じ
く
、
そ
の
よ
う

な
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
以
下
に

示
す
と
お
り
で
あ
る
。

（一）

申
立
人
が
指
摘
す
る
各
事
実
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
資
料
は
、
申
立
人
と
高
　
建
設
株
式

会
社
及
び
合
資
会
社
加
藤
商
事
（
代
表
者
加
藤
敏
彦
）
の
各
代
理
人
間
の
内
容
証
明
郵
便
等

に
よ
る
相
互
の
主
張
、
申
立
人
作
成
の
「
公
約
」
及
び
「
お
も
い
」
と
題
す
る
書
面
、
新
聞

切
り
抜
き
、
申
立
人
の
立
て
た
看
板
等
の
写
真
撮
影
の
ほ
か
、
本
件
異
議
申
出
書
及
び
審
査

申
立
書
に
お
け
る
申
立
人
の
主
張
及
び
陳
述
で
あ
る
。

（二）

選
挙
の
効
力
に
対
す
る
異
議
申
出
及
び
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
、
迅
速
か
つ
適
正
に
決
定

又
は
裁
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
町
委
員
会
及
び
当
委
員
会
に
お
い
て
、
申
立
人
の
主
張
が

上
記
特
段
の
事
態
に
該
当
す
る
か
を
審
理
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
書
面
の
ほ
か
、
捜

査
機
関
に
お
い
て
本
件
選
挙
に
関
し
て
選
挙
違
反
事
件
が
立
件
さ
れ
、
進
ん
で
こ
れ
が
起
訴

さ
れ
、
さ
ら
に
は
有
罪
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
等
の
公
的
資
料
を
参
酌
で
き
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
も
の
の
、
そ
の
判
断
資
料
が
限
ら
れ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。

（三）

当
委
員
会
で
は
、
資
料
を
補
充
し
事
実
関
係
を
明
確
に
す
る
目
的
か
ら
、
申
立
人
に
反
論

を
求
め
る
に
際
し
て
、
異
議
申
出
事
由
に
関
す
る
事
実
や
背
景
に
つ
い
て
釈
明
し
、
申
立
人

の
主
張
を
一
層
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
及
び
他
に
立
証
す
る
資
料
が
あ
れ
ば
提
出
す

１１
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る
よ
う
に
求
め
た
。
そ
の
資
料
が
上
記
に
列
挙
し
た
資
料
で
あ
る
。

（四）

こ
れ
ら
限
定
さ
れ
た
資
料
の
も
と
で
当
委
員
会
が
判
断
し
た
と
こ
ろ
は
、
町
委
員
会
の
判

断
と
同
一
で
あ
り
、
申
立
人
の
主
張
及
び
陳
述
が
、
法
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
か
否
か
は

確
定
で
き
ず
、
仮
に
、
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
太
田
町
の
選
挙
人
全
般
が
自

由
な
判
断
に
よ
る
投
票
を
妨
げ
ら
れ
た
と
い
う
特
段
の
事
態
が
発
生
し
た
と
認
め
る
こ
と
は

で
き
ず
、
本
件
選
挙
の
無
効
事
由
を
認
め
る
余
地
は
な
い
と
の
結
論
に
達
し
た
。

四
　
な
お
、
申
立
人
の
主
張
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
補
足
的
に
当
委
員
会
の
判
断
を
示
す
。

（一）

対
立
候
補
者
の
支
持
者
が
申
立
人
に
立
候
補
辞
退
や
町
議
会
議
員
補
欠
選
挙
へ
の
く
ら
替

え
を
勧
め
た
こ
と
、
及
び
、
申
立
人
の
「
お
も
い
」
発
布
に
関
し
て
民
事
・
刑
事
上
の
法
律

関
係
が
成
立
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
本
件
に
つ

い
て
捜
査
機
関
が
立
件
し
た
と
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
申
立
人
の
主
張
す
る

事
実
が
太
田
町
内
の
選
挙
人
全
般
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
投
票
を
妨
げ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う

な
事
態
に
至
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（二）

業
者
か
ら
金
を
集
め
た
と
の
話
に
つ
い
て
は
、
大
曲
警
察
署
に
相
談
し
た
と
い
う
申
立
人

の
陳
述
が
あ
る
が
、
そ
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
捜
査
機
関
も
立
件
し
て
い
な

い
。

（三）

相
手
方
候
補
者
が
、
太
田
中
学
校
の
駐
車
場
を
利
用
し
た
と
の
点
に
つ
い
て
、
仮
に
そ
の

よ
う
な
事
実
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
同
駐
車
場
は
一
般
に
開
放
さ
れ
て
い
る
施
設
で
あ
り
、

選
挙
関
係
者
が
利
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
選
挙
の
効
力
に
結
び
付
く
と
は
認
め

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
申
立
人
は
、
法
第
二
百
二
十
一
条
違
反
を
主
張
す
る
が
、
同
条
は
買
収

及
び
利
害
誘
導
罪
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
申
立
人
の
主
張
と
必
ず
し
も
符
号
せ
ず
、
そ
の

引
用
が
的
確
で
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
。

（四）

申
立
人
が
門
脇
喜
代
か
ら
「
喜
代
食
堂
」
の
一
部
を
選
挙
事
務
所
と
し
て
借
り
る
約
束
に

関
す
る
事
実
関
係
を
確
定
す
る
ま
で
も
な
く
、
申
立
人
が
「
喜
代
食
堂
」
を
選
挙
事
務
所
と

し
て
利
用
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
太
田
町
内
の
選
挙
人
全
般
の
自
由
な
判
断
に
よ
る

投
票
を
妨
げ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
「
特
段
の
事
態
」
と
ま
で
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（五）

そ
の
他
、
前
記
判
例
に
い
う
「
特
段
の
事
態
の
発
生
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

五
　
結
論

以
上
に
よ
り
、
当
委
員
会
は
、
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。
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